
平成２８年８月29日 

生活文化部人権・男女共同参画担当課 

 

 

 

１ 計画策定の趣旨                   

 

基本構想・基本計画の「多様性の尊重」を踏えて、「男

女だけではなく多様な性を含めたすべての人が尊重され、

参画できる社会」をめざした計画として策定する。 

 

２ 計画の性格・位置づけ                

（１）「男女共同参画社会基本法」に定める「市町村男女

共同参画計画」として、区の基本計画・実施計画、関

連計画との整合を図る。 

 

（２）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律」に定められた「市町村基本計画」として策

定する。 

 

（３）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」に定められた｢市町村推進計画｣として策定する。 

 

（４）これまでの「世田谷区男女共同参画プラン」、「世

田谷区男女共同参画プラン調整計画」を踏まえ、「世

田谷区男女共同参画推進会議」及び｢（仮称）世田谷

区第二次男女共同参画プラン検討委員会｣による検討、

区民意見募集等、区民の意見を反映し、策定する。 

 

（５）区の地域防災計画との整合を図りつつ、災害対策

における男女共同参画を進める。 

 

３ 計画の期間                     

 

平成29年度から平成38年度までの10年間 

 

 

 

４ 計画の体系                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区第二次男女共同参画プラン（素案）の概要 
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基本目標 

あらゆる分野に
おける 

男女共同参画 
あらゆる分野の活 

動において男女が 

共に参画し、責任 

を分かち合う社会 

の実現をめざしま 

す。 

人権の尊重 
性別などを理由に 

差別されることな 

く、多様性を認め 

合い、人権が尊重 

され、すべての人 

が尊厳をもって生 

きることができる 

社会の実現をめざ 

します。 

固定的な性別
役割分担意識
の解消 

「女は家庭、男は 

仕事」といった固 

定的な性別役割分 

担意識にとらわれ 

ることなく、自ら 

の意思に基づいて 

個性と能力を発揮 

し、多様な生き方 

を選択することが 

できる社会の実現 

をめざします。 

基本目標Ⅳ 
 

すべての人が尊 
厳をもって生き 
ることができる 
社会の構築 

世田谷区配偶者等暴力防止基本計画 

７ 配偶者等からの暴力（DV）
の防止   

９ 暴力を容認しない意識づ
くり 

11 ひとり親家庭等が安心して
生活できる環境づくり                      

 
基本目標Ⅲ 

 
女性に対する 
暴力の根絶 

10性差に応じたこころと身
体の健康支援 

方策と 
推進体制 

 
男女共同参画 
社会の実現に 
向けた方策 

方策1 男女共同参画センター 
   “らぷらす”の機能の強化  

方策３ 推進体制の整備・強化 

方策２ 区職員の男女共同参画推進 

８ ＤＶ被害者支援の充実      

基本理念・視点 課題 

基本目標Ⅱ 
 

ワーク・ライ
フ・バランス
の着実な推進 

基本目標Ⅰ 
 

あらゆる分野
における女性
活躍推進 

４ ワーク・ライフ・バランス
の普及・啓発 

５ 男女がともに家事、育児、介
護を担える支援の充実 

６ 防災・地域活動等への参画
促進 

１ 固定的な性別役割分担意
識の解消  

２ 女性の活躍推進と政策・方針決定
過程への女性の参画促進   

３ 女性のキャリア形成と多
様な働き方の支援     

世田谷区女性活躍推進計画 

12 性的マイノリティ等多様な
性への理解促進と支援 

 

①被害者支援の充実 ②被害者の中長期的支援（生活再建の支援） ③被害者の子どもへの支援  
④支援体制の充実と関係機関との連携強化 ⑤高齢者、障害者の被害者への支援 ⑥男性、性的マイノ 
リティの被害者への支援 

①暴力の未然防止と早期発見 ②相談体制の充実 ③被害者の安全確保と体制整備 

①人権尊重と暴力防止の意識づくり ②学校における人権教育の推進 ③性暴力・ストーカー行為等暴 
力防止の意識づくり ④セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等の防止 

①疾病予防、健康づくりの推進 ②こころの健康対策 ③母子の健康支援 ④年代に応じた性教育の普 
及 

①ひとり親家庭への相談・情報提供の充実 ②ひとり親家庭の親への就労支援 ③ひとり親家庭への生 
活支援 ④ひとり親家庭の子どもへの支援 

①就労・災害時等における性的マイノリティへの支援 ②性的マイノリティへの理解の促進 ③同性パ 
ートナーシップに関する取組み ④性的マイノリティの相談体制・居場所づくりの整備 ⑤区職員・教 
育分野における理解促進 
 

①男女共同参画社会づくりのための「男女共同参画センター」の機能拡充 ②区関係所管、関係機関、民 
間支援組織、ＮＰＯ、学校、企業、地域活動団体等との連携 ③区民の主体的な活動拠点としての充実 

①国や都との連携強化 ②男女共同参画に関わるNPOの育成 ③NPO等との連携・協働の推進  
④フォローアップ体制整備の検討 

①区職員・教職員の男女平等意識の向上 ②庁内の管理監督的立場への女性の登用 ③区職員の仕事と 
生活の両立支援 

施策 

①情報提供・啓発活動の充実 ②男女共同参画に関する男性の理解の促進 ③教育分野における啓発 ④家庭や地
域における男女平等教育・学習の充実 ⑤職場における男女平等意識の向上 ⑥意識調査に 
よる実態の把握と啓発    

①女性の活躍推進に向けた意識啓発 ②審議会等の女性登用率の向上 ③企業への支援 ④セクシュア 
ルハラスメント、マタニティハラスメント等の防止  

①女性の就労・再就職支援 ②女性のキャリア形成、キャリア教育の推進 ③多様な働き方の支援  
④女性が少ない分野への女性の参画支援 

①ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及 ②企業への働きかけと支援 ③男女の育児・介護休業の 
取得促進 ④区内企業の「男女共同参画に関する意識・実態調査」等による実態の把握と啓発 

①保育等の拡充 ②育児に関するサービスの充実 ③子育て世代への支援と地域交流 ④介護者への支 
援 ⑤男性の家事・育児・介護等への参画促進 

①防災・災害復興の分野への女性の参画推進 ②地域活動への参画支援 ③地域活動における女性リー 
ダーの育成支援 ④男性の地域活動への参画支援 ⑤高齢者の社会参画の促進 
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